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民生委員制度創設 100周年

平成 4年 2月 1日発行の創刊号から、
今回発行の 100号までの 25年間を

振り返ってみました。

　平成29年度は民生委員制度創設 100周年、児童委員制度70周年という大き
な節目を迎えました。大正6年（1917年）に岡山県で創設された済世顧問制度に
始まるこの民生委員制度は、時代や地域の変化と共に少しずつ形を変えながらも、
常に地域住民の身近な相談役として役割を果たしてきました。
そしてそのような大きな節目の年にこの広報紙「ウェーブ」が 100号ということ
も何かの縁を感じます。
　「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」（社会福祉法第109条）と規定
されている社会福祉協議会と「社会福祉の増進に努めるものとする」（民生委員法
第1条）と規定されている民生委員児童委員は、歴史的にも密接な関係を築き、長
きにわたり車の両輪のようにお互いが連携・協力して活動してきました。
　これからも地域住民の立場にたって相談に応じ、地域で暮らす皆さんが尊厳を
もって、その人らしい自立した生活ができるよう、誰もが安心して暮らせる地域社
会作りを目指します。

　民生委員のシンボルマー
クである幸せのめばえを示
す四つ葉のクローバーを
バックに、民生委員の「み」
の文字と児童委員を示す双
葉を組み合わせ、平和のシ
ンボルの鳩をかたどって、

愛情と奉仕を表しています。そしてハートでで
きた四葉を囲む円は、人々・地域の暮らしと成
長を表し、「100」の文字が100年の歴史を意
味しています。
　「これからも地域とともに」というキャッチコ
ピーには、これまで地域とともに100年間歩ん
できた実績を背景に、これからもずっと地域の
方々と共に歩み続けるという、民生委員児童委
員の想いが込められています。

川崎区民生委員児童委員協議会　会長　峯尾　照

マークの由来

創 刊 号： B4版二つ折り4ページで始まった社協情報紙
ウェーブ。福祉関係者のコラム『羅針盤』、講座
の案内、ボランティアやメンバー募集の『ふく
し情報コーナー』がスタート。

第14号： A3版 2つ折 4ページにリニューアルし、『こん
にちは！！区社協です。』のコーナーで区社協の
講座や行事の報告。

第40号： ボランティアセンター情報紙『いっぽ』が挟み
込みで創刊。

第93号： 各地区社協から選出された編集委員とともに生
まれ変わった区社協広報紙ウェーブ。8ページ
に増やし地域の情報も満載。

（平成4年2月1日）

（平成7年8月1日）

（平成14年2月1日）

（平成27年7月1日）
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今年も共同募金が 10月 1日から始まります
　戦後直後の昭和22（1947）年に市民が主体の取り組みとしてスタートした共同募金
運動は、今年で創設70 周年を迎えます。当初は戦後復興の一助として、戦争の打撃を
うけた福祉施設を中心に資金支援する活動でした。その後、時代のニーズに合わせてそ
の使いみちも変化をし、現在では、さまざまな地域の課題解決に取り組む民間団体を支
援しています。共同募金は、市民のやさしさや思いやりを届ける「じぶんの町を良くす
るしくみ」です。今年も皆さまのあたたかいご協力をお願いいたします。

共同募金は計画募金です
　共同募金はまず県内の福祉施設や団体に申請を呼びかけ、何に使う必要があるか「計画」を決めてから集めるし
くみです。必要な計画額を目標額としてご案内しています。
　募金に関しては皆さまの自由な意思によるご寄付としてご協力をお願いしています。

長年の使用で劣化している物がおかげ
さまで新しくなり、安全で快適な環境
になりました。
利用者の方々にもより充実したサービ
スを提供できます。大変ありがとうご
ざいました。
●処遇用備品購入
イス、書庫、スクリーン、応接セット

● 10 地区社会福祉協議会への活動支援、助成
● 区民生委員児童委員協議会への活動支援、助成
● 会食・配食活動など高齢者支援活動への助成
● 情報紙「ウェーブ」の発行
● ボランティアグループなどへの地域福祉活動助成
● ボランティアセンター事業
● 高齢者食事サービス活動交流会
● 障害者支援講座
● 福祉用具の貸出
● 川崎区社協福祉まつり  など

赤 い 羽 根 募 金：10月1日～12月31日
年末たすけあい募金：12月1日～12月31日

私たちのまち（地域）

川
崎
区
支
会

神
奈
川
県
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同
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金
会

神奈川県内の
福祉施設・団体へ

川崎区内の
福祉施設・団体へ

社会福祉協議会では、共同募金配分金を
次のような事業で活用しています

戸別募金

職域募金

街頭募金

福祉施設の施設整備、在宅福
祉サービス事業、福祉車両の
購入　など

国内で大規模災害が発生した
場合に限り、被害者支援活動
にも使われています

校内募金　など

【問合せ先】神奈川県共同募金会川崎区支会（川崎区社会福祉協議会内）　TEL. 044-246-5500　FAX. 044-211-8741

共同募金は、
身近な地域の福祉活動を支えています

入　など

共同募金のしくみ

配分を受けた団体より  ～ありがとうメッセージ～
特定非営利活動法人　ジャパンマック　川崎マック

あなたの募金でささえあいのまちづくり 赤い羽根共同募金2017《10月1日～12月31日》
じぶんの町を良くするしくみ。

共同募金は法律に定められた募金です
　共同募金は、「社会福祉法」に定められた募金活動
です。各都道府県に設立された共同募金会が実施主
体となって、毎年厚生労働大臣の告示により、10月
１日から全国一斉に始まります。

昨年度
の

街頭募
金の様

子
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年末たすけあい運動
「支援金」申請のお知らせ

つながり ささえあう
みんなの地域づくり

個人情報の保護について
　この申請書で得た個人情報につきましては、支援金交付以外の目的に使用することはありません。
また、支援金を交付する担当地区の民生委員児童委員以外の第三者にも、ご本人の同意無しに個
人情報の提供はいたしません。

支援金対象世帯

支援金の金額の目安について

期間・方法

申請書設置場所

提出・お問合せ先

川崎区内において在宅で生活をされており、 
次の項目に該当する方がいる世帯（項目に該当する書類を添えて提出）

A 8 月 1日現在、ひとり親世帯で児童扶養手当を受けている方
  添付  ：8 月の手当が振り込まれた部分と名義部分の通帳のコピー
Bア 9 月 1日現在、身体障害者手帳 1・2級の方
  添付  ：身体障害者手帳のコピー　※氏名、等級、障害名が記載された部分
Bイ 9 月 1日現在、療育手帳Aの交付を受けている方
  添付  ：療育手帳のコピー　※名前、判定の箇所が記載された部分
Bウ 9 月 1日現在、精神障害者保健福祉手帳 1級の交付を受けている方
  添付  ：精神障害者保健福祉手帳のコピー
C 9 月 1日現在、介護認定が要介護 4または 5の方
  添付  ：介護保険証のコピー
D 9 月 1日現在、災害遺児等福祉手当を受けている方
  添付  ：9 月の手当が振り込まれた部分と名義部分の通帳のコピー
E 9 月 1日現在、公害病認定患者の方
  添付  ：公害医療手帳のコピー

注1： 生活保護受給世帯は申請できません。
注 2： 対象者ご本人が在宅で生活されていることが必要です。施設・グループホー

ム等で生活されている方や長期入院されている方は対象外となります。
注 3： 配分は世帯単位です。（複数対象者がいる場合でも1世帯分の配分となります）

支援金額は、今年度にご協力いただいた募金額によって変わります。
昨年度は、1 世帯当たり 5,000 円をお届けいたしました。

（社福）川崎区社会福祉協議会
〒 210-0024 川崎区日進町 1-11
 川崎ルフロン 8階
  ☎  　044（246）5500
FAX　044（211）8741

 ▼申請期間  
平成29年9月1日（金）から
10月31日（火）【必着】まで
 ▼方法  
　申請書に必要事項をご記入の
上、添付書類とあわせて川崎区
社会福祉協議会に直接来所また
は郵送にてご提出ください。

　川崎区社会福祉協議会、区内
老人いこいの家、かわさき老人
福祉・地域交流センター、川崎区
役所、大師支所、田島支所等に
てお配りします。また、HPより
ダウンロードも出来ますのでご
活用ください。 （＊9月1日から）

申請から
交付まで
の流れ

❶ 8月下旬ころ～
申請書受取

❷ 9月1日～10月31日
申請書に必要事項を記入。添
付書類と共に川崎区社協へ来
所または郵送にて提出。

❸ 12月下旬ころ
 民生委員児童委員のご協
力をいただき、対象世帯
へお届けします。

来所 郵送
または

　共同募金運動の一環として、毎年 12月 1日から 31日まで地域の皆さまにご協力をいただいており
ます年末たすけあい運動において、募金の有効活用を考慮し、川崎区社会福祉協議会では配分された
募金を元に地域で福祉ニーズを持つ世帯へ「支援金」として配布をいたします。
　希望される方は、以下の内容をご確認の上、所定の申請書にてお申込ください。
　なお、支援金の金額については、募金の実績額と申請世帯数を勘案し決定となるため、申請時には
決定していませんのでご了承ください。

（3）
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【発行】社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会 ボランティアセンター
〒210‒0024 川崎市川崎区日進町1-11川崎ルフロン８階 福祉パルかわさき
☎ 044－246－5500/FAX 044－211－8741
E-mail info＠kawasakikushakyo.or.jp
http://www.kawasaki-shakyo.jp/kawasaki/index.cgi 
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支出計
153,870,697円

法人運営事業 15,309,155 円
調査研究事業 30,000 円
企画広報事業 1,879,101 円
連絡調整事業 77,870 円
助成事業 12,799,464 円
地域福祉活動事業 619,107 円
在宅福祉活動事業 37,000 円
一般募金配分金事業 5,796,246 円
年末募金配分金事業 9,921,745 円
福祉パルかわさき
受託経営事業 527,344 円
老人いこいの家
受託経営事業 190,299 円
生活福祉資金
貸付事業受託事業 3,650,900 円
日常生活自立支援事業 380,800 円
金品援護事業 70,000 円

老人いこいの家
管理経営事業
53,752,925 円

かわさき老人福祉
地域交流センター
管理経営事業
48,828,741 円

収入計
196,837,222円

会費収入（会費、賛助会費） 9,287,050 円
寄附金収入 1,672,139 円
経常経費補助金収入（市社協補助金、
共同募金配分金） 25,887,595 円

前期末支払資金残高
（平成27年度繰越金）
44,790,537 円

受託金収入
（老人いこいの家、老人福祉地域交流センター、
生活福祉資金、日常生活自立支援事業、
福祉パル、フリーパス） 113,664,773 円

事業収入
1,467,680 円

利息・その他
67,448 円

【収　入】

【支　出】

※42,966,525 円が次年度繰越金

H28の区社協事業・決算報告は、福祉パルかわさき、区内いこいの家（9館）、老人福祉・地域交流センターで閲覧できます。

川崎区社会福祉協議会　平成 28年度事業報告・決算報告

平成 28年度の重点項目の実施状況
1　10地区社会福祉協議会との連携事業と、地域福祉活動支援の推進
　地域包括ケアシステムを見据え、地域でのネットワーク作りを目指し、課題の共有や、施設
と活動団体の関係作りなど地域の特色を活かした懇談会を開催しました。

2　相談事業の充実
　ボランティア依頼ではレクリエーション、傾聴、外出支援、家事支援などの相談、ボランティ
ア活動希望では点字や手話、傾聴、施設での手伝い、レクリエーション、学習支援、などの相
談があり、これらの相談について 175 件のボランティア調整や紹介をしました。
　その他、生活福祉資金貸付制度に関する相談（1,172 件）や、老人いこいの家 9館・老人福
祉センターでの健康相談、生活相談（12,516 件）について制度の適用や関係機関・医療機関の
紹介、情報提供などの対応をしました。

3　川崎市及び関係機関とのネットワークの構築
　行政機関との連携会議の開催や、地域包括支援センターの地域包括ケア圏域会議への参加な
ど、関係機関との顔の見える関係作りを行うことにより、情報共有と地域課題解決に向けた協
働事業の取り組みの方向性を見出すことができました。

4　区社協組織の基盤強化
　社会福祉法改正に伴う定款や諸規程の改正、役員体制の整備を行うと同時に、川崎市社協と
共に事業評価を実施し、社協のあり方について課題を抽出しました。今後、市・各区社協とと
もに、改善すべき事業、継続する事業などを検討することとなりました。
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この広報紙は共同募金の配分金などを財源として発行しています

　一定の所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学に必要な経費を
貸付ける「教育支援資金制度」の相談を受付けています。
　貸付にあたっては、各種条件があります。また、他から借入ができる方はそちらを優先していただきます。
 担当：地域課　044-246-5500

教育支援資金（生活福祉資金貸付制度）のご案内

中央第2地区社会福祉協議会福祉部では、平成28年度に「くる
みの会」と称し、恒春園地域包括支援センターの協力をいただき
ながら、認知症についての勉強会を開催しました。この学習を活
かすために、本年度から認知症カフェ「くるみクラブ」を開催す
ることになり、6月より、毎月第1火曜日13時 30分から下並木
会館で開催しています。
内容は、認知症予防となるゲーム・体操・合唱等と、おしゃべり
をしながらの茶菓子と喫茶で楽しいひと時を過ごしています。
参加費は100円で事前申込制となっており、参加者には氏名と連
絡先を知らせてもらい、もしもの事故に備えています。
第1回の6月6日（火）には34名の参加がありました。

認知症予防カフェ「くるみクラブ」

　参加希望の方は下記まで連絡ください。
　担当：渡邊景一　090－8511－0067

中央第２地区
社会福祉協議会

❖編集委員が変わりました
　委員長：平野 忠雄／副委員長：井上 秀夫／委員：新井トキ子・大内 政子・木島 芳克・木村 典子・小泉 茂造・小林貴美子・齋藤 幸一

あなたの身近な地区社会福祉協議会の活動等紹介

ほほえみ
コーナー

寄付者名（受付順）
期間　平成29年4月1日～平成29年7月31日
●HULAを楽しむ会 代表 西原 雅代 様
● 東急リゾートサービス・石勝エクステ
リア共同事業体 
　川崎国際生田緑地ゴルフ場 様
●株式会社 建築柳本 代表取締役 柳本  様
●パークホームズ川崎大師表参道管理組合 様
●公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会 様

川崎区にお住いの方々を対象に、
車いす、ポータブルトイレ等の
福祉用具を、譲りたい方と
譲って欲しい方との間で、
ご紹介しています。

現在譲りたい方から、ポータ
ブルトイレ、歩行器の登録
があります。

福祉用具
再利用 譲ります・譲ってください

お譲りいただける方は、
川崎区社会福祉協議会
までご連絡ください。
電話：044-246-5500
FAX：044-211-8741
メールアドレス：
info@kawasakikushakyo.or.jp

【理　事】（ 任期　平成29年6月13日～平成31年定時評議員会終結時まで）
会　長　大橋　新太郎（第10種）
副会長　島田　潤二　（第5種）　　峯尾　照　　（第3種）
理　事　仁科　淳子　（第1種）　　須山　令子　（第2種）　　石渡　勝朗　（第4種）　　吉野　隆男　（第6種） 　　　　　　　　
　　　　安倍　裕二　（第7種）　　宮原　光興　（第8種）　　新井　トキ子（第8種）
【監　事】（任期　平成29年6月13日～平成31年定時評議員会終結時まで）
貞岡　拓也　（第1種） 青山　正明　（第2種） 齋藤　幸一　（第3種）
【評議員】（任期　平成29年4月1日～平成33年定時評議員会終結時まで）
関根　多喜子（第1種）　　磯上　充　　（第1種）　　森　清　　　（第2種）　　陶山　義雄　（第2種）
星川　美代子（第3種）　　相川　隆俊　（第3種）　　横田　隆義　（第4種）　　嶋崎　徳男　（第4種）
深瀬　欣之助（第5種）　　荒金　嘉昭　（第5種）　　近藤　節子　（第6種）　　菅野　とき　（第6種）
小野寺奈保子（第7種）　　泉井　直子　（第7種）　　堀内　和子　（第8種）　　横山　俊夫　（第8種）
佐藤　宏　　（第9種）　　野口　昭彦　（第9種）　　岩佐　弘司　（第9種）　　明田　久美子（第9種）

社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会　役員の紹介（順不同、敬称略）
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この広報紙は共同募金の配分金などを財源として発行しています

平成 29年11月18日土
10：00～ 15：00

川崎市教育文化会館

川崎区社協

福祉まつり
平成29年度

開催日

会　場

（主催者挨拶）

（大ホールは除く）

（表彰状・感謝状贈呈、来賓祝辞）

開　会　式

社会福祉大会

I（あい）I（あい）イベント

1
2
3

　　　　 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
　　　　 川崎区社協福祉まつり実行委員会

　　　　 TEL　044-246-5500 ／ FAX　044-211-8741
　　　　 info@kawasakikushakyo.or.jp

主　催 問合せ
E-mail

かわさきマルシェ

作って遊ぼ
う♩

コーナー
バルーンア

ート
無料

プレゼント
ホッとする

喫茶
社会貢献企

業の
参加

シール
ラリー

親子で楽し
む

ゆかいなコ
ンサート

縁　日
コーナー

ごゆるり横丁ふれあいエリア

　川崎区内で福祉・社会貢献活動に携わるボランティア・当事者・施設・企業等を
一堂に会し、お互いの協力のもと、区民との交流を通じた福祉啓発・意識の高揚、
より身近なテーマとして多くの方が地域福祉に関心を寄せることを目的に行う福祉
のおまつりです。

「川崎区社協
福祉まつり」とは…

福祉作業所の自主製品販売等 福祉相談等福祉活動紹介、PRパネル展示、
福祉体験、遊具、作品作り等
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